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■
は
じ
め
に

　

多
く
の
戦
後
生
ま
れ
の
人
間
は
映
画
を

観
た
り
、
小
説
な
ど
を
読
ん
だ
り
で
陸
軍

を
学
ん
で
き
ま
し
た
。
映
像
化
さ
れ
た
陸

軍
や
、
文
章
に
描
か
れ
た
も
の
か
ら
兵
隊

や
下
士
官
の
こ
と
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
き
た

の
で
す
。
内
務
班
で
の
起
居
、
食
事
の
様

子
、
下
士
官
に
は
居
室
が
あ
る
こ
と
、
訓

練
や
教
育
で
は
助
教
を
務
め
る
と
い
っ
た

こ
と
な
ど
な
ど
で
す
。

　

で
も
、
そ
れ
は
陸
軍
全
体
の
歴
史
か
ら

見
る
と
案
外
と
短
く
、
今
に
伝
わ
る
イ

メ
ー
ジ
は
日
露
戦
後
に
大
き
な
改
革

（
1
9
0
8
年
の
内
務
書
改
訂
）
が
行
わ

れ
た
後
か
ら
の
こ
と
で
し
た
。

　

陸
軍
は
す
で
に
1
8
8
0
年
代
か
ら
深

刻
な
下
士
不
足
に
悩
ん
で
い
ま
し
た
。
そ

れ
は
能
力
主
義
を
看
板
に
す
る
近
代
的
学

校
教
育
制
度
の
発
展
と
大
き
な
関
係
が

あ
っ
た
の
で
す
。

■
下
士
志
願
者
減
少
の
理
由

　

1
8
8
9
（
明
治
22
）
年
「
監
軍
部
年

報
」
に
は
陸
軍
教
導
団
志
願
者
が
減
っ
た

理
由
と
し
て
次
の
よ
う
な
こ
と
を
挙
げ
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

学
力
と
資
産
を
も
つ
青
年
は
都
会
に
遊

学
す
る
、
あ
る
い
は
官
立
学
校
等
に
進
む

よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
で
す
。
世

間
の
教
育
機
関
が
整
備
さ
れ
、
職
業
選
択

の
機
会
が
多
様
化
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き

ま
し
た
。
社
会
的
中
流
階
層
の
中
で
は
、

判
任
官
に
し
か
な
れ
な
い
教
導
団
は
魅
力

が
な
く
な
っ
て
く
る
の
は
当
然
で
し
ょ

う
。

　

下
士
は
判
任
官
で
し
た
。
高
等
官
た
る

将
校
に
な
る
機
会
は
な
く
な
り
、
停
年
も

ま
た
30
代
半
ば
で
す
。
し
か
も
軍
隊
の
中

で
も
下
士
の
再
任
用
は
無
能
の
証
で
あ
る

と
か
、
上
等
兵
で
優
秀
な
者
は
下
士
に
は

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
当
た
り
前
で
し

た
。

　
『
偕
行
社
記
事
』
に
も
、
当
時
の
青
年

将
校
の
証
言
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　

現
役
上
等
兵
で
下
士
に
な
ろ
う
と
す
る

者
は
「
人
物
上
劣
る
」、「
善
良
の
兵
卒
は

下
士
志
願
し
な
い
」、「
家
事
都
合
を
理
由

に
し
て
下
士
志
願
の
奨
め
を
断
る
者
に
は

家
産
が
あ
る
」、「
志
願
す
る
者
は
い
っ
と

き
（
一
時
）
の
名
誉
心
か
、
と
り
あ
え
ず

の
糊
口
を
求
め
て
下
士
に
な
る
」
と
い
う

有
様
で
し
た
。

■
日
清
戦
争
（
1
8
9
4
〜
5
年
）
後

の
下
士
制
度
改
革

　

日
清
戦
後
に
は
教
導
団
生
徒
志
願
者
数

は
急
減
し
ま
す
。
2
8
9
6
人
（
94
年
）

か
ら
1
9
4
0
人
（
95
年
）
で
す
。
定
員

は
い
ず
れ
も
1
0
6
9
人
で
す
か
ら
、
競

争
倍
率
は
2
・
7
倍
か
ら
1
・
8
倍
に
急

落
し
ま
し
た
。
97
年
度
は
教
導
団
と
要
塞

砲
兵
射
撃
学
校
生
徒
の
採
用
人
員
は
1
4 

7
0
人
で
し
た
が
、
志
願
者
は
1
7
8
5

人
に
し
か
過
ぎ
ま
せ
ん
。
わ
ず
か
1
・
2

倍
で
す
。

　

身
体
検
査
や
学
科
試
験
で
ふ
る
い
を
か

け
れ
ば
要
員
は
ま
っ
た
く
不
足
し
ま
す
。

98
年
に
は
た
っ
た
1
0
0
0
人
の
志
願
者

し
か
お
り
ま
せ
ん
。「
す
べ
て
金
の
世
に

な
っ
た
」
と
嘆
い
た
の
は
有
名
な
樋
口
一

葉
で
す
が
、
日
清
戦
争
後
の
資
本
主
義
の

発
達
は
、
下
士
不
足
に
悩
む
陸
軍
に
と
っ

て
は
大
変
な
こ
と
で
し
た
。

　

対
応
を
考
え
た
改
革
は
1
8
9
9
（
明

治
32
）
年
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
現
役
下
士

養
成
の
た
め
の
教
導
団
と
要
塞
砲
兵
射
撃

学
校
生
徒
の
課
程
を
廃
止
し
ま
す
。
こ
の

年
の
3
月
15
日
に
は
陸
軍
省
軍
務
局
長
名

で
「
下
士
制
度
改
正
要
領
」
が
上
申
さ
れ

ま
し
た
。

▲
下
士
制
度
改
正
要
領

⑴　

上
等
兵
か
ら
下
士
を
選
任
す
る
補
充

が
主
流
で
あ
る
こ
と
は
明
白
。
郷
土
部
隊

に
と
っ
て
教
導
団
出
身
者
は
地
域
と
の
つ

な
が
り
が
少
な
い
。
郷
土
部
隊
の
団
結
を

考
え
る
と
、
や
は
り
部
隊
内
部
か
ら
の
選

抜
が
有
利
で
あ
る
。
下
士
に
補
充
す
る
者

に
は
再
服
役
の
義
務
を
な
く
せ
ば
志
願
者

が
増
え
る
だ
ろ
う
。

⑵　

2
年
目
で
上
等
兵
勤
務
を
終
え
た
者

は
3
年
目
に
は
伍
長
に
昇
任
さ
せ
る
。
そ

う
し
て
現
役
満
期
後
は
た
だ
ち
に
除
隊
し

予
備
役
に
編
入
さ
れ
る
。
こ
れ
を
「
短
期

下
士
」
と
い
う
。

⑶　

下
士
と
し
て
再
服
役
を
希
望
し
、
永

年
勤
務
す
る
者
を
「
長
期
下
士
」
と
す
る
。

　

歩
兵
1
個
中
隊
を
例
に
す
れ
ば
、
長
期

下
士
6
人
、
短
期
下
士
4
人
を
毎
年
補
充

す
る
。
長
期
下
士
に
は
「
下
士
候
補
生
」

か
ら
と
「
短
期
下
士
中
志
願
者
」
か
ら
選

ぶ
。
下
士
候
補
生
は
歩
兵
聯
隊
ご
と
に
、

他
兵
科
は
師
団
管
区
内
で
採
用
す
る
。
ま

た
、
下
士
候
補
生
は
一
般
か
ら
の
募
集
も

行
う
。

　

服
役
体
制
に
つ
い
て
は
、
短
期
下
士
の

現
役
期
間
は
同
年
度
入
営
の
兵
卒
の
除
隊

日
ま
で
と
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
初
年
度
に

2
等
卒
、
1
等
卒
を
経
て
2
年
度
は
上
等

兵
に
、
そ
う
し
て
最
終
年
度
は
伍
長
と
し

て
勤
務
し
ま
し
た
。
長
期
下
士
は
入
営
日

か
ら
7
年
4
カ
月
が
現
役
期
間
で
す
。
再

陸
軍
史
の
窓
か
ら
（
第
11
回
）

陸
軍
下
士
官
物
語
⑵

荒
木　

肇
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服
役
は
最
少
1
カ
年
、
そ
れ
以
上
は
自
由

と
し
、
満
期
後
も
定
限
年
齢
ま
で
現
役
服

務
で
き
、
満
50
歳
ま
で
は
志
願
に
よ
っ
て

後
備
役
に
な
れ
ま
し
た
。
長
期
下
士
の
場

合
、
一
般
の
部
外
か
ら
志
願
し
た
候
補
生

は
「
生
徒
」
と
さ
れ
、
兵
卒
か
ら
の
志
願

者
を
「
学
生
」
と
し
ま
し
た
。

■
下
士
制
度
改
正
綱
領

　

い
つ
の
時
代
も
大
切
な
の
は
予
算
で

す
。
陸
軍
省
経
理
局
長
が
諸
予
算
の
調
整

を
行
い
、
8
月
21
日
に
は
允い

ん

裁さ
い

（
天
皇
陛

下
の
裁
可
）
を
受
け
た
と
し
て
陸
軍
部
内

に
通
達
を
送
り
ま
す
。
そ
れ
に
よ
る
「
綱

領
」
の
特
徴
は
次
の
通
り
で
す
。

　

短
期
下
士
の
中
隊
へ
の
配
分
は
、
歩
兵

3
人
、
騎
兵
4
人
、
野
戦
砲
兵
3
人
、
要

塞
砲
兵
4
人
、
工
兵
5
人
、
鉄
道
隊
3
人
、

電
信
隊
5
人
、
輜
重
兵
8
人
と
さ
れ
ま
す
。

興
味
深
い
の
は
工
兵
、
電
信
と
い
っ
た
技

術
系
の
下
士
の
人
数
の
多
さ
と
、
な
ん
と

い
っ
て
も
戦
時
に
な
る
と
部
隊
が
膨
張
す

る
輜
重
兵
科
下
士
の
数
で
す
。

　

長
期
下
士
の
服
役
は
6
カ
年
と
「
要
領
」

よ
り
も
1
年
短
く
な
り
ま
し
た
。
1
8
9 

4
年
に
設
け
ら
れ
た
准
士
官
た
る
特
務
曹

長
の
現
役
定
限
年
齢
を
34
歳
に
し
ま
す
。

　

八
甲
田
山
遭
難
記
録
（
1
9
0
2
年
）

は
こ
の
時
代
の
話
で
し
た
。
弘
前
聯
隊
の

福
島
大
尉
の
率
い
た
隊
員
名
簿
を
見
る

と
、「
長
期
下
士
」
と
「
短
期
下
士
」
の

伍
長
、
軍
曹
が
い
ま
し
た
。
ほ
と
ん
ど
創

作
で
あ
っ
た
高
名
な
小
説
の
中
に
も
、
そ

れ
を
元
に
し
た
映
画
で
も
一
切
触
れ
ら
れ

る
こ
と
の
な
か
っ
た
事
実
で
す
。

　

教
導
団
も
廃
止
さ
れ
、
要
塞
砲
兵
生
徒

も
な
く
な
っ
て
、
以
後
、
下
士
は
聯
隊
で

養
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

■
1
9
0
3
（
明
治
36
）
年
の
改
革

　

下
士
志
願
者
、
と
り
わ
け
永
年
勤
務
の

長
期
下
士
志
願
者
は
増
え
ま
せ
ん
で
し

た
。
実
業
方
面
に
若
者
が
魅
力
を
感
じ
、

軍
隊
に
関
心
を
持
た
な
い
と
い
う
風
潮
が

益
々
強
く
な
っ
た
か
ら
で
す
。
師
団
長
会

議
な
ど
で
は
将
校
へ
の
昇
進
の
道
を
開
く

こ
と
や
、
待
遇
を
良
く
す
る
こ
と
な
ど
が

主
張
さ
れ
ま
す
が
、
参
謀
本
部
、
陸
軍
省

と
も
に
下
士
を
将
校
に
進
め
る
こ
と
に
は

消
極
的
で
し
た
。

　

し
か
し
、
下
士
制
度
へ
の
検
討
は
続
き

ま
す
。
1
9
0
3
年
11
月
の
服
役
条
例
中

改
正
と
補
充
条
例
中
改
正
が
出
さ
れ
ま
し

た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

⑴　

現
役
各
兵
科
兵
卒
で
下
士
と
し
て
再

服
役
を
志
願
す
る
者

⑵　

予
備
役
上
等
兵
で
現
役
中
に
伍
長
勤

務
に
服
し
て
、
除
隊
後
1
カ
年
以
内
に
現

役
下
士
を
志
願
す
る
者

⑶　

予
備
役
上
等
兵
で
下
士
適
任
証
書
を

も
ち
、
現
役
満
期
後
1
カ
年
以
内
に
現
役

下
士
を
志
願
す
る
者

　

と
さ
れ
ま
し
た
。
服
役
期
限
は
「
志
願

に
よ
る
こ
と
な
く
下
士
に
任
用
さ
れ
た

者
」
は
徴
集
年
の
12
月
よ
り
起
算
し
て
12

年
4
カ
月
、
志
願
し
た
者
は
任
官
し
た
年

の
12
月
か
ら
起
算
し
て
12
年
4
カ
月
と
な

り
ま
す
。
ま
た
、
下
士
の
定
限
年
齢
も
伸

び
ま
し
た
。
隊
附
各
兵
科
各
部
の
下
士
は

満
40
歳
で
し
た
。

　

1
8
9
9
年
の
制
度
と
比
べ
る
と
、
入

隊
時
か
ら
の
特
別
扱
い
で
あ
る
候
補
者
教

育
は
な
く
な
り
ま
す
。
ま
た
補
充
条
例
中

の
改
正
で
、
下
士
で
あ
っ
て
も
所
属
隊
長

や
長
官
の
保
証
を
受
け
て
満
26
歳
ま
で
士

官
候
補
生
の
召
募
試
験
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

陸
軍
は
下
士
と
将
校
の
間
の
溝
を
深
く

し
ま
す
。
下
士
は
「
歴
年
ヲ
以
テ
」
将
校

に
任
用
す
る
こ
と
は
し
な
い
、
そ
う
し
た

原
則
を
貫
き
ま
し
た
。
必
ず
士
官
学
校
を

経
由
し
な
く
て
は
将
校
に
は
し
な
か
っ
た

の
で
す
。
下
士
の
素
養
や
教
育
は
、
そ
の

ま
ま
で
は
将
校
団
の
一
員
に
な
れ
る
こ
と

は
な
い
と
い
っ
た
認
識
が
強
か
っ
た
よ
う

で
し
た
。

　

そ
れ
は
大
正
時
代
に
な
る
と
少
尉
候
補

者
制
度
と
し
て
開
花
し
ま
す
。
少
尉
候
補

者
に
選
抜
さ
れ
、
陸
軍
士
官
学
校
で
学
生

と
し
て
教
育
を
受
け
て
少
尉
に
任
官
し
た

人
は
、
指
揮
権
継
承
で
も
将
校
団
の
中
で

も
ま
っ
た
く
士
官
学
校
出
身
者
と
同
じ
扱

い
を
受
け
ま
し
た
。
そ
れ
が
「
特
務
士
官
」

と
い
う
制
度
を
つ
く
っ
た
海
軍
と
の
大
き

な
相
違
で
す
。

■
下
士
の
身
分
を
愛
護
せ
よ

　

日
露
戦
争
の
歩
兵
戦
闘
の
戦
訓
中
で
重

要
な
変
化
は
「
分
隊
ご
と
の
躍
進
」
で
し

た
。
そ
れ
ま
で
の
部
隊
の
躍
進
は
中
隊
ご

と
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
が
猛
烈
な
機
関

銃
火
に
よ
っ
て
、
小
隊
ご
と
の
前
進
が
奨

め
ら
れ
、
さ
ら
に
は
「
分
隊
毎
躍
進
」
が

採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

写真：日露戦争時の滞陣中の壕内における中隊本部。
中隊長（歩兵大尉）の周囲を下士官が囲んでいます。
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